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参考資料

浦安市奨学支援金支給条例施行規則（平成27年規則第30号）の一部改正

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

（受給資格）

第３条 条例第３条第３号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとす

る。

(1) 条例第４条第１項第１号に掲げる者にあっては、前年度の学年における

学業成績の平均値について、５段階評価（学業成績を５段階で評価するこ

とを標準として市長が定める方法をいう。以下同じ。）により算定した数

値が3.5以上であること。（これに準ずるものとして市長が特に認める場合

を含む。）

(2) 条例第４条第１項第２号に掲げる者にあっては、当該学校等に入学する

前に在学していた直近の高等学校等の最終学年における学業成績の平均値

について、５段階評価により算定した数値が3.5以上であること。（これに

準ずるものとして市長が特に認める場合を含む。）

２ 条例第４条第２項に規定する規則で定める基準は、当該学校等に入学する

前に在学していた直近の高等学校等の最終学年における学業成績の平均値に

ついて、５段階評価により算定した数値が4.5以上であること（これに準ずる

ものとして市長が特に認める場合を含む。）とする。

３ 省 略

（受給資格）

第３条 同 左

(1) 条例第４条第１項第１号に掲げる者にあっては、前年度の学年における

学業成績の平均値について、５段階評価（学業成績を５段階で評価するこ

とを標準として市長が定める方法をいう。以下同じ。）により算定した数

値が3.0以上であること。（これに準ずるものとして市長が特に認める場合

を含む。）

(2) 条例第４条第１項第２号に掲げる者にあっては、当該学校等に入学する

前に在学していた直近の高等学校等の最終学年における学業成績の平均値

について、５段階評価により算定した数値が3.0以上であること。（これに

準ずるものとして市長が特に認める場合を含む。）

２ 条例第４条第２項に規定する規則で定める基準は、当該学校等に入学する

前に在学していた直近の高等学校等の最終学年における学業成績の平均値に

ついて、５段階評価により算定した数値が3.8以上であること（これに準ずる

ものとして市長が特に認める場合を含む。）とする。

３ 同 左
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、別記第１号様式及

び第３号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第３条第１項及び第２項の規定は、令和４年４月１日以後に在学

１年目として浦安市奨学支援金支給条例（平成27年条例第３号）第４条第１

項に掲げる者となる者について適用し、同日前に同項に掲げる者であった者

については、なお従前の例による。


